令和７年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
募集要領
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　目的
人口減少や高齢化が進行する中、交通不便地域等において、高齢者の買い物や通院、若者の通学などの日常的な移動手段や、観光地での二次交通などを確保するため、市町等が行う取組の費用の一部を補助することにより、地域内交通のネットワーク構築につなげることを目的とする。

２　補助対象事業
（１）地域における移動手段確保事業
①高齢者の買い物や通院、若者や子どもたちの通学など、日常生活に必要な移動手段を確保する事業
②地域産業の活性化や、地域の拠点となるコミュニティ・ターミナルへの接続を図る事業
③鉄道駅等から観光地や企業までの二次交通の確保を図る事業
④路線バスや市町が運営するコミュニティバス等の増便等を行う事業
　　※ただし、他の公共交通との接続強化や利便性向上を図るなど、公益上の必要性が認められる場合に限る。
⑤ＭａａＳやＡＩ等の新たな技術や次世代モビリティ等を活用する事業
⑥地域におけるボランティア輸送や助け合い交通、スクールバスなど多様な輸送資源の活用に係る事業
⑦自家用車活用事業を活用した事業
⑧自家用有償旅客運送を活用した事業
⑨タクシー利用助成事業（既存バスの廃止代替措置等）
⑩その他、知事が必要と認める事業

（２）交通結節点等における乗継環境整備事業　　　
①バス停や駅などの交通結節点等における待合環境や乗継環境の整備を行う事
　業
②乗継運賃の負担軽減に係る事業
③乗継情報の提供等に係る事業
④その他、知事が必要と認める取組

（３）自動運転導入推進事業
　 ①将来的なレベル４での運行を見据えて、市町が実施する実証事業


（４）運転士等担い手確保（一般ドライバーを含む。）の事業
　①ドライバーの確保に係る事業
　②女性や外国人など誰もが働きやすい職場環境づくりを行う事業
　③その他、知事が必要と認める事業

３　補助対象経費
（１）地域における移動手段確保事業
（ア）調査費
（イ）運行に係る費用
（ウ）システム導入等に係る費用
（エ）タクシー利用助成事業
（オ）その他

（２）交通結節点等における乗継環境整備事業
（ア）バス停や駅等における待合所など乗継環境を整備するために必要な工事費、備品費、補助金・負担金等
（イ）乗継運賃の負担軽減に係る事業
（ウ）乗継情報の提供等に係る費用

（３）自動運転導入推進事業
（ア）調査費
（イ）運行に係る費用
（ウ）システム導入等に係る費用
（エ）その他

（４）運転士等担い手確保（一般ドライバーを含む。）の事業
（ア）資格取得及び業務実施に必要な費用
（イ）環境整備に係る費用
（ウ）その他

４　補助率、補助限度額（予算の範囲内での補助）
（１）地域における移動手段確保事業
１／２　（１事業あたり限度額300万円）
※国や他の地方公共団体等から補助を受ける場合、市町等負担額の１／２
※上記２（１）⑦の取組は限度額500万円
※上記２（１）⑧の取組は限度額500万円。導入実績のない市町が補助対象の場合は、自家用有償旅客運送の登録後の初年度の取組に限り限度額800万円とする。なお、以下の場合は、指定の額を上乗せした金額を限度額とする。
・事業者協力型自家用有償旅客運送の登録の初年度の取組に限り200万円
・車両の購入が必要な取組は200万円

（２）交通結節点等における乗継環境整備事業
１／２（１団体あたり限度額300万円）
※国や他の地方公共団体等から補助を受ける場合、市町等負担額の１／２

(３）自動運転導入推進事業
 　　１／２（１事業あたり限度額800万円）
※国や他の地方公共団体等から補助を受ける場合、市町等負担額の１／２

(４）運転士等担い手確保
　　１／２（１団体あたり限度額は上記２（４）①②ともに100万円）
※国や他の地方公共団体等から補助を受ける場合、市町等負担額の１／２
※①②は併用可能

５　補助対象事業者
・市町
・民間事業者
※ただし、上記２（１）又は（２）を申請する民間事業者は、市町の協議会等で協議対象とするなど、市町と連携する取組を実施する事業者に限る
・補助対象事業の実施に関係する者により構成される協議会
※ただし、民間事業者のみで構成される協議会による申請は不可
※　「補助対象事業の実施に関係する者」は、例えば以下の者が該当する。
市町、交通事業者、観光・商業・医療・福祉分野等の事業者、
地方運輸局、道路管理者、県警察、学識経験者　　など
※協議会は「道路運送法施行規則」（昭和26年運輸省令第75号）第15条の４第２号に基づく地域協議会や「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（平成19年法律第59号）第６条に基づく法定協議会等を想定
・公益社団法人三重県バス協会、一般社団法人三重県タクシー協会

６　事業の採択
（１）採択方法
　　以下（２）に示す基準を踏まえて採択の可否を決定する。
（２）採択基準
　以下の観点を総合的に考慮して採択する。
　　・これまでに実施してきた取組とは異なる点を持ち、かつ先進的な取組であること（新規性、先進性）
　　・事業実施後の定着に向けての工夫や実現可能性（継続性）

（３）採択件数
申請件数に応じて、予算の範囲内で採択
※予算総額を超過する場合は、一定割合による減額調整を行う場合もある。

７　交付申請について
（１）申請方法
　「三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領」に基づく申請様式（様式１及び別紙（計画書を含む））に記入して電子メールにより提出する（Microsoft Word 形式）。
※必ず電話等により到達確認を受けること。また、地図や参考資料についても、　極力提出すること。

（２）提出先
※各補助対象事業の担当あてに送信してください。
　　・上記２（１）地域における移動手段確保事業
（２）交通結節点等における乗継環境整備事業
（３）自動運転導入推進事業
担当：前田（maedas11@pref.mie.lg.jp）
　　・上記２（４）運転士等担い手確保（一般ドライバーを含む。）の事業
　　　　 担当：奥田（okudak06@pref.mie.lg.jp）

（３）申請期限
　　 令和７年４月３０日（水） 必着

８　留意点
　・実証事業の実施にあたっての手順やノウハウ、システムの詳細、交通安全対策、実験結果、課題の分析結果などモデル事業の成果については、県内全市町への横展開を図るため、マニュアルとしてとりまとめ提供することから、マニュアル作成に協力すること。
　・上記の申請期限により交付決定を行った後に、予算の残余がある場合には、再度、時期を改めて交付申請の受け付けを行う場合もある。（予算状況により下記を予定）
　　　二次募集…夏頃（６～７月頃）　　　三次募集…秋頃（１０～１１月頃）
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